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平
成　

年
４
月　

日
に
「
地
方
税
法
等
の

20

30

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
法
改
正
に
よ
り
『
ふ
る
さ
と
納

税
』
制
度
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
「
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と

を
応
援
し
た
い
」
「
ふ
る
さ
と
に
貢
献
し
た

い
」
そ
ん
な
思
い
を
自
治
体
へ
の
寄
附
と
い

う
か
た
ち
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
「
ふ
る

さ
と
」
を
応
援
し
た
い
と
い
う
納
税
者
の
方

々
の
思
い
を
実
現
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団

体
に
寄
附
し
た
場
合
に
、
住
所
地
で
の
個
人

住
民
税
や
所
得
税
を
一
定
限
度
ま
で
控
除
す

る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

　

過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
な
ど
税
収
減
に
悩

む
地
方
と
の
格
差
を
是
正
し
よ
う
と
総
務
省

で
の
検
討
が
進
め
ら
れ
、
今
回
の
改
正
と
な

り
ま
し
た
。
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出
生
地
や
過
去
の
居
住
地
に
限
ら
ず
、
ご

自
身
が
都
道
府
県
及
び
市
町
村
を
寄
附
先
と

し
て
選
択
で
き
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
へ
の
想
い
を
寄
せ
て
く
だ
さ
る

方
な
ら
ど
な
た
で
も
「
都
道
府
県
」
ま
た
は

「
市
町
村
」
を
寄
附
先
と
し
て
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
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各
市
町
村
で
制
定
す
る
条
例
に
お
い
て
、

そ
の
運
用
方
法
が
示
さ
れ
、
寄
附
者
の
意
志

が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
、
様
々
な
事
業
に
役
立

て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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現
在
町
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ

い
て
の
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
和
寒
町
を
愛
す
る
方
々
が
、
こ
の

制
度
を
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
関
係
機
関

と
も
検
討
す
る
と
と
も
に
、
詳
細
が
決
定
次

第
、
広
報
わ
っ
さ
む
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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（例）

○産業の振興に関する事業

○医療又は福祉の充実に関する事業

○教育又は文化スポーツの振興に関する事業

○コミュニティの推進に関する事業

○自然環境の保全に関する事業

○その他、市町村長が必要と認める事業

など
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ふるさと納税とは

�「ふるさと納税」とは、ふるさとへ贈る寄附金のことです。
（この「ふるさと」とは、都道府県及び市町村の双方が対象
となります。）

�地方公共団体に５千円を超える寄附を行った場合は、5千円
を超える金額について、一定の限度額までは住所地へ納税し
ている個人住民税や所得税から控除することができます。
（住所地の所轄税務署に確定申告をしていただく必要があり
ます。）

�ご自身の意志で、「ふるさと納税」として寄附する自治体を
選択できます。
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【具体例】　資料：北海道庁総務部財政局税務課

■給与所得700万円で夫婦子供２人のケース

　・所得税の限界税率10％

　・寄附金控除がなかった場合の住民税額　29万4,000円

　　　　　（均等割＝4,000円、所得割＝29万円）

備　　考寄附金控除額区　分

寄附をした年に納めた所得税から控除又は還付3,500円①所得税の軽減分　　

寄附をした年の翌年の住民税から控除
2万8,000円②住民税の特例控除分

3,500円③住民税の基本控除分

－3万5,000円寄附金控除額の合計

【注意】
１．住民税の特例控除分では、[寄附金控除対象額×（90％－所得税の限界税率）]で算出した額が、住民税所得割額から税額控
除されます。（特例控除分の上限は、税額控除前の住民税所得割額の10％です。）

２．住民税の基本控除分では、[寄附金控除対象額×10％]で算出した額が、住民税所得割額から税額控除されます。（基本控除
分の上限は、［所得金額の合計の30％－5,000円］の10％です。）
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市区町村・
都道府県に寄附 �

適用下限額（5,000円）

寄附金
4万円

所得税の軽減分

寄附金控除

対象額

3万5千円

住民税の特例控除分

住民税の基本控除分




